
第３９号議案  

 

   東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２３年５月３０日  

 

提出者 東京都台東区長  吉    住     弘  

 

（提案理由）  

 この案は、こどもクラブの育成時間を拡大するため提出します。 



   東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例  

 

東京都台東区こどもクラブ条例（平成１３年３月台東区条例第

４号）の一部を次のように改正する。  

 第４条第１項本文中「下校時」を「こどもクラブを利用する児

童の下校時」に改め、同項ただし書中「土曜日にあっては、下校

時から午後５時まで」を「当該児童が在学する学校の休業日にあ

っては、午前８時から午後６時まで」に改める。  

 第６条第２項中「第４条第１項本文」を「第４条第１項」に改

める。  

   付 則  

 この条例は、平成２３年７月１６日から施行する。  


